
関東信越地方年金記録訂正審議会神奈川第２部会（第 24 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  平成 28 年４月５日（火） 14 時 00 分から 15 時 40 分まで 

 

２．場 所  横浜地方合同庁舎５階  第４委員会室 

 

３．出席者  横田部会長、高藤委員、正岡委員、益子委員 

 

４．議 題   

諮問案件の審議 

   

５．会議経過 

    諮問案件の審議（脱退手当金 １件） 

   諮問案件について審議を行った。 

   諮問案件について、被保険者が脱退手当金を受給しているかなどの審議を行い、 

それらを総合考慮し請求を認めるべきか、さらに調査すべき点があるかなどにつ 

いて、議論が行われた。 



関東信越地方年金記録訂正審議会神奈川第１部会（第 25 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  平成 28 年４月６日（水） 14 時 00 分から 15 時 00 分まで 

 

２．場 所  横浜地方合同庁舎５階  第４委員会室 
 
３．出席者  高荒部会長、関原委員、辺見委員 
 
４．議 題   

処分案等の審議 
 
５．会議経過 

処分案等の審議（国民年金 １件、厚生年金保険 １件） 

国民年金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと決定 

した。 

また、厚生年金保険事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要が 

あると決定した。 



関東信越地方年金記録訂正審議会神奈川第５部会（第 25 回）議事要旨 

 
 
１．日 時  平成 28 年４月６日（水） 13 時 55 分から 14 時 25 分まで 

 
２．場 所  横浜地方合同庁舎５階  第６委員会室 

 
３．出席者  松浦部会長、柳下委員、冨永委員、永島委員、寺岡委員 

 
４．議 題   

処分案等の審議 
   
５．会議経過 

処分案等の審議（厚生年金保険 １件） 
厚生年金保険事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと決 

定した。 



関東信越地方年金記録訂正審議会神奈川第３部会（第 24 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  平成 28 年４月７日（木） 14 時 00 分から 15 時 00 分まで 

 

２．場 所  横浜地方合同庁舎５階  第４委員会室 

 

３．出席者  石井洋子部会長、石井洋二郎委員、髙井委員、宮島委員 

 

４．議 題   

処分案等の審議 

   

５．会議経過 

   処分案等の審議（厚生年金保険 １件） 

厚生年金保険事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要があると 

決定した。 



関東信越地方年金記録訂正審議会神奈川第２部会（第 25 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  平成 28 年４月 19 日（火） 13 時 50 分から 16 時 15 分まで 

 

２．場 所  横浜地方合同庁舎５階  第４委員会室 

 

３．出席者  横田部会長、高藤委員、正岡委員、益子委員 

 

４．議 題   

処分案等の審議 

   

５．会議経過 

処分案等の審議（国民年金 １件、厚生年金保険 ２件、脱退手当金 １件） 

国民年金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと決定 

した。 

また、厚生年金保険事案２件について、部会として年金記録を訂正する必要は 

ないと決定した。 

さらに、脱退手当金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要は 

ないと決定した。 



 

関東信越地方年金記録訂正審議会神奈川第４部会（第 25 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  平成 28 年４月 19 日（火） 14 時 05 分から 14 時 35 分まで 

 

２．場 所  横浜地方合同庁舎５階  第６委員会室 

 

３．出席者  建部部会長、石澤委員、濱田委員、冨永委員 

 

４．議 題   

処分案等の審議 

   

５．会議経過 

    処分案等の審議（国民年金 １件） 

国民年金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと決定し 

た。 



 

関東信越地方年金記録訂正審議会神奈川第５部会（第 26 回）議事要旨 

 
 
１．日 時  平成 28 年４月 20 日（水） 13 時 55 分から 15 時 10 分まで 

 
２．場 所  横浜地方合同庁舎５階  第６委員会室 

 
３．出席者  松浦部会長、柳下委員、永島委員、寺岡委員 

 
４．議 題   

処分案等の審議 
   
５．会議経過 

処分案等の審議（国民年金 １件、厚生年金保険 １件） 
国民年金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと決定し 

た。 
また、厚生年金保険事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はな 

いと決定した。 



 

関東信越地方年金記録訂正審議会神奈川第３部会（第 25 回）議事要旨 

 

 

１．日 時  平成 28 年４月 21 日（木） 14 時 00 分から 16 時 00 分まで 

 

２．場 所  横浜地方合同庁舎５階  第４委員会室 

 

３．出席者  石井洋子部会長、石井洋二郎委員、髙井委員、宮島委員 

 

４．議 題   

処分案等の審議 

   

５．会議経過 

処分案等の審議（厚生年金保険 １件） 

厚生年金保険事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと 

決定した。 


